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第　 6 8 　号

　　　熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について

　熊本県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。

　　令和 3年 2月 1 8 日提出

� 熊本県知事　蒲　島　郁　夫　　　

　　　熊本県手数料条例の一部を改正する条例

　熊本県手数料条例（平成 1 2 年熊本県条例第 9号）の一部を次のように改正する。

　第 2条第 1項第 4 2 1 号の次に次の 4号を加える。

　（421）の 2　医薬品医療機器等法第 6条の 2第 1項の規定に基づく地域連携薬局の認定

の申請に対する審査

　　　地域連携薬局認定申請手数料　 1 1 ， 0 0 0 円

　（421）の 3　医薬品医療機器等法第 6条の 2第 4項の規定に基づく地域連携薬局の認定

の更新の申請に対する審査

　　　地域連携薬局認定更新申請手数料　 1 1 ， 0 0 0 円

　（421）の 4　医薬品医療機器等法第 6条の 3第 1項の規定に基づく専門医療機関連携薬

局の認定の申請に対する審査

　　　専門医療機関連携薬局認定申請手数料　 1 1 ， 0 0 0 円

　（421）の 5　医薬品医療機器等法第 6条の 3第 5項の規定に基づく専門医療機関連携薬

局の認定の更新の申請に対する審査

　　　専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料　 1 1 ， 0 0 0 円

　第 2条第 1項第 4 2 7 号の 9の次に次の 2号を加える。

　（427）の10　医薬品医療機器等法施行令第 2条の 8第 1項の規定に基づく地域連携薬局

又は専門医療機関連携薬局（次号において「地域連携薬局等」という。）の認定証の

書換え交付

　　　地域連携薬局等認定証書換え交付手数料　 2， 1 0 0 円

　（427）の11　医薬品医療機器等法施行令第 2条の 9第 1項の規定に基づく地域連携薬局

等の認定証の再交付

　　　地域連携薬局等認定証再交付手数料　 2， 9 0 0 円

　第 2条第 1項第 6 2 5 号ア（ア）中「又は設計住宅性能評価書」を「、設計住宅性能評価

書」に改め、「別表第 2 6 の 8 において同じ。）」の次に「又はこれらに相当するものと

して知事が指定するもの」を加え、同号ア（イ）中「及び設計住宅性能評価書」を「、設計

住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に改め、同項第 6

2 5 号の 2ア（ア）中「又は設計住宅性能評価書」を「、設計住宅性能評価書又はこれらに

相当するものとして知事が指定するもの」に改め、同号ア（イ）中「及び設計住宅性能評価
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書」を「、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に

改め、同項第 6 2 5 号の 5中「第 2 9 条第 1項」を「第 3 4 条第 1項」に、「第 3 0 条第

2項」を「第 3 5 条第 2項」に改め、同項第 6 2 5 号の 6中「第 3 1 条第 1項」を「第 3

6 条第 1項」に、「第 3 1 条第 2項」を「第 3 6 条第 2項」に、「第 3 0 条第 2項」を「

第 3 5 条第 2項」に改め、同項第 6 2 5 号の 7中「第 3 6 条第 1項」を「第 4 1 条第 1項」

に改める。�

　　　　　　　　　　　「

　別表第 2 2 の 1 の項中

　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　「

　別表第 2 3 の 1 の項中

　エ　最小の目量（隣接する目盛標識のそれぞれが

表す物象の状態の量の差をいう。）又は表記さ

れた感量（質量計が反応することができる質量

の最小の変化をいう。）がひょう量の 1 0 ， 0

　　 0 0 分の 1未満のもの

アから

2倍の

（ 4）　最小の目量（隣接する目盛標識のそれぞれが

表す物象の状態の量の差をいう。）又は表記され

た感量（質量計が反応することができる質量の最

小の変化をいう。）がひょう量の 1 0 ， 0 0 0 分

の 1未満のもの

（ 1）か

額の 2

（ 4）　最小の目量（隣接する目盛標識のそれぞれが

表す物象の状態の量の差をいう。）又は表記され

た感量（質量計が反応することができる質量の最

小の変化をいう。）がひょう量の 1 0 ， 0 0 0 分

の 1未満のもの

（ 5）　（ 1）、（ 3）又は（ 4）に掲げる非自動はかりで

2以上の計量範囲を有するもの

（ 1）

額の

計量

（ 1）

金額

加算

ら（ 3）までに掲げる金

倍の額

から（ 3）までに掲げる金

2倍の額

範囲が 1増すごとに、

、（ 3）又は（ 4）に掲げる

に当該金額の 5割の額を

した額
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　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　�　　　　　　　　　��」

　別表第 2 6 の 5 適合証又は設計住宅性能評価書が添付された場合の項中「又は設計住宅

性能評価書」を「、設計住宅性能評価書又はこれらに相当するものとして知事が指定する

もの」に改め、同表適合証及び設計住宅性能評価書のいずれも添付されない場合の項中「

及び設計住宅性能評価書」を「、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知

事が指定するもの」に改める。

　別表第 2 6 の 6 適合証が添付された場合の項中「適合証」の次に「又はこれに相当する

ものとして知事が指定するもの」を加え、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2，� 3 4

� 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　

　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1，　 2 1 ， 0 0 0 円

， 0 0 0 円　
を
　 0 0 0 平方メートル以下の場合�

に改め、同表
　　　　　」　　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え　 3 4 ， 0 0 0 円

　　　　　　　　 2， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」

適合証が添付されない場合の項中「適合証が」を「適合証及びこれに相当するものとして

知事が指定するもののいずれも」に、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2， 1 8 5 ， 0

� 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　

　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1， 1 4 3 ， 0 0 0 円

　エ　最小の目量（隣接する目盛標識のそれぞれが

表す物象の状態の量の差をいう。）又は表記さ

れた感量（質量計が反応することができる質量

の最小の変化をいう。）がひょう量の 1 0 ， 0

　　 0 0 分の 1未満のもの

　オ　ア、ウ又はエに掲げる非自動はかりで 2以上

の計量範囲を有するもの

ア

2

計

、

該

額

ウまでに掲げる金額の

額

からウまでに掲げる金額の

倍の額

量範囲が 1増すごとに、ア

ウ又はエに掲げる金額に当

金額の 5割の額を加算した
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0 0 円　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　」
を
　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え 1 8 5 ， 0 0 0 円　

に改める。

　　　　　　 2， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」

　別表第 2 6 の 7 適合証が添付された場合の項中「適合証」の次に「又はこれに相当する

ものとして知事が指定するもの」を加え、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2，　 3 4

� 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　

　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1，　 2 1 ， 0 0 0 円

， 0 0 0 円　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　　　」
を
　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え　 3 4 ， 0 0 0 円　

に改め、同表

　　　　　　　　 2， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」

適合証が添付されない場合の項中「適合証が」を「適合証及びこれに相当するものとして

知事が指定するもののいずれも」に、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2， 3 9 6 ， 0

� 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　

　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1， 3 1 0 ， 0 0 0 円　

0 0 円　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　」
を
　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え 3 9 6 ， 0 0 0 円　

に改める。

　　　　　　 2， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」

　別表第 2 6 の 8 適合証又は設計住宅性能評価書が添付された場合の項中「又は設計住宅

性能評価書」を「、設計住宅性能評価書又はこれらに相当するものとして知事が指定する

もの」に改め、同表適合証及び設計住宅性能評価書のいずれも添付されない場合の項中「

及び設計住宅性能評価書」を「、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知

事が指定するもの」に改める。

　別表第 2 6 の 9 適合証が添付された場合の項中「適合証」の次に「又はこれに相当する

ものとして知事が指定するもの」を加え、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2，　 1 7

� 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　

　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1，　 1 0 ， 5 0 0 円

， 0 0 0 円　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　　　」
を
　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え　 1 7 ， 0 0 0 円　

に改め、同表

　　　　　　　　 2， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」

適合証が添付されない場合の項中「適合証が」を「適合証及びこれに相当するものとして

知事が指定するもののいずれも」に、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2，　 9 2 ， 5

� 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　

　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1，　 7 1 ， 5 0 0 円　
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0 0 円　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　」
を
　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え　 9 2 ， 5 0 0 円　

に改める。

　　　　　　 2， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」

　別表第 2 6 の 1 0 適合証が添付された場合の項中「適合証」の次に「又はこれに相当す

るものとして知事が指定するもの」を加え、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2，　 1

� 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　

　　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1，　 1 0 ， 5 0 0 円

7 ， 0 0 0 円　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　　　　」
を
　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え　 1 7 ， 0 0 0 円　

に改め、同

� 2 ， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」　　　　　

表適合証が添付されない場合の項中「適合証が」を「適合証及びこれに相当するものとし

て知事が指定するもののいずれも」に、
「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 2， 1 9 8 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートルを超え 1， 1 5 5 ， 0 0 0 円　

0 0 0 円　　　 0 0 0 平方メートル以下の場合

　　　　」
を
　面積が 1， 0 0 0 平方メートルを超え 1 9 8 ， 0 0 0 円　

に改める。

　　　　　　　 2， 0 0 0 平方メートル以下の場合　　　　　　　　　」

　別表第 2 6 の 1 1 の 2 認定通知書が添付された場合の項中
「 3 0 0 平方メートル以上 2

� 方メートル未満のもの　　

　　　　　　　　　　　　　　　「 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 0 0 平　 1 7 ， 0 0 0

， 0 0 0 平　 2 6 ， 0 0 0 円　　　方メートル未満のもの

　　　　　　　　　　　　　」
を
　 1， 0 0 0 平方メートル以上 2， 0 0 　 2 6 ， 0 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　 0平方メートル未満のもの

円

　　
に改め、同表認定通知書が添付されない場合の項中

「 3 0 0 平方メートル以上 2， 0

円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方メートル未満のもの

　」

� 「 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 0 0 平 1 0 0 ， 0 0 0 円　

0 0 平 1 2 9 ， 0 0 0 円　　　方メートル未満のもの

� 」
を
　 1， 0 0 0 平方メートル以上 2， 0 0 1 2 9 ， 0 0 0 円　

　　　　　　　　　　　　　　 0平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　　　」

に、「標準入力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に、
「 3 0 0 平方メートル以上

� 方メートル未満のもの　

� 「 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 0 0 平 2 5 6 ， 0 0
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2 ， 0 0 0 平 3 2 5 ， 0 0 0 円　　　方メートル未満のもの

　　　　　　　　　　　　　　」
を
　 1， 0 0 0 平方メートル以上 2， 0 0 3 2 5 ， 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　 0平方メートル未満のもの　　　　　　　

0円

　　　
に改め、同表備考 1中「第 2 9 条第 1項」を「第 3 4 条第 1項」に、「第 3 0 条第

0円

　　」

1項」を「第 3 5 条第 1項」に改め、同表備考 3中「並びに第 1 0 条第 1号イ（ 2）及びロ

（ 2）」を削り、同表備考 4中「標準入力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に改め、

「並びに第 1 0 条第 1号イ（ 1）及びロ（ 1）」を削り、「方法」の次に「又は同号ただし書

に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法」を

加える。

　別表第 2 6 の 1 1 の 3 認定通知書が添付された場合の項中
「 3 0 0 平方メートル以上 2

� 方メートル未満のもの　　

� 「 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 0 0 平　　 8， 5 0 0

， 0 0 0 平　 1 3 ， 0 0 0 円　　　方メートル未満のもの

　　　　　　　　　　　　　」
を
　 1， 0 0 0 平方メートル以上 2， 0 0 　 1 3 ， 0 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　 0平方メートル未満のもの

円

　　
に改め、同表認定通知書が添付されない場合の項中

�「 3 0 0 平方メートル以上 2， 0

円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方メートル未満のもの

　」

� 「 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 0 0 平　 5 0 ， 0 0 0 円　

0 0 平　 6 4 ， 5 0 0 円　　　方メートル未満のもの

　　　　　　　　　　　」
を
　 1， 0 0 0 平方メートル以上 2， 0 0 　 6 4 ， 5 0 0 円

　　　　　　　　　　　　　　 0平方メートル未満のもの� 」

に、「標準入力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に、
「 3 0 0 平方メートル以上

� 方メートル未満のもの　

� 「 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 0 0 平 1 2 8 ， 0 0

2 ， 0 0 0 平 1 6 2 ， 5 0 0 円　
を
　方メートル未満のもの

　　　　　　　　　　　　　　」　　 1， 0 0 0 平方メートル以上 2， 0 0 1 6 2 ， 5 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　 0平方メートル未満のもの

0円
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に改め、同表備考 1中「第 2 9 条第 1項」を「第 3 4 条第 1項」に、「第 3 0 条第

0円

　　」

1項」を「第 3 5 条第 1項」に改め、同表備考 3中「並びに第 1 0 条第 1号イ（ 2）及びロ

（ 2）」を削り、同表備考 4中「標準入力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に改め、

「並びに第 1 0 条第 1号イ（ 1）及びロ（ 1）」を削り、「方法」の次に「又は同号ただし書

に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法」を

加える。

　別表第 2 6 の 1 2 住宅部分（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 1 1 条

第 1項に規定する住宅部分をいう｡ 以下この表から別表第 2 6 の 1 4 までにおいて同じ｡ ）

の項中「又は設計住宅性能評価書」を「、設計住宅性能評価書又はこれらに相当するもの

として知事が指定するもの」に、「及び設計住宅性能評価書」を「、設計住宅性能評価書

及びこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に改め、同表非住宅部分（建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 1 1 条第 1項に規定する非住宅部分をいう｡

以下この表から別表第 2 6 の 1 4 までにおいて同じ｡ ）の項中「適合証が添付された」を

「適合証又はこれに相当するものとして知事が指定するものが添付された」に、
「面積が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 平

� 「面積が 3 0 0 平方メートル以上 1

3 0 0 平方メートル以上 2， 0　 2 6 ， 0 0 0 円　
を
　 0 0 平方メートル未満のもの

方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　　」　　面積が 1， 0 0 0 平方メートル以

� ， 0 0 0 平方メートル未満のもの

， 0　 1 7 ， 0 0 0 円

�
に、「適合証が添付されない」を「適合証及びこれに相当するも

上 2　 2 6 ， 0 0 0 円

　　　　　　　　　　」

のとして知事が指定するもののいずれも添付されない」に、
「面積が 3 0 0 平方メートル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 平方メートル未満のも

　　　　　　　　　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 1 0 0 ， 0 0 0

以上 2， 0 1 2 9 ， 0 0 0 円　
を
　 0 0 平方メートル未満のもの

の　　　　　　　　　　　　」　　面積が 1， 0 0 0 平方メートル以上 2 1 2 9 ， 0 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　， 0 0 0 平方メートル未満のもの　

円

　　
に、「標準入力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に、

「面積が 3 0 0 平方メ

円� 0 0 平方メートル未
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　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 2 5 6 ，

ートル以上 2， 0 3 2 5 ， 0 0 0 円　
を
　 0 0 平方メートル未満のもの

満のもの　　　　　　　　　　　　」　　面積が 1， 0 0 0 平方メートル以上 2 3 2 5 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 0 0 0 平方メートル未満のもの

0 0 0 円

　　　　　に改め、同表備考 1中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 3
0 0 0 円

　　　　」

0条第 1項第 1号」を「同法第 3 5 条第 1項第 1号」に改め、同表備考 4中「標準入力法

又は主要室入力法」を「標準入力法等」に改め、「方法」の次に「又は同令第 1条第 1項

第 1号ただし書及び第 1 0 条第 1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性

能を適切に評価できる方法と認める方法」を加える。

　別表第 2 6 の 1 3 住宅部分の項中「又は設計住宅性能評価書」を「、設計住宅性能評価

書又はこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に、「及び設計住宅性能評価書」

を「、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に改め、

同表非住宅部分の項中「適合証が添付された」を「適合証又はこれに相当するものとして

知事が指定するものが添付された」に、
「面積が 3 0 0 平方メートル以上 2， 0　 1 3 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 平方メートル未満のもの

　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートル以上 1， 0　　 8， 5 0 0 円

0 0 0 円　
を
　 0 0 平方メートル未満のもの�

に、「適合証が
　　　　」　　面積が 1， 0 0 0 平方メートル以上 2　 1 3 ， 0 0 0 円

　　　　　　　， 0 0 0 平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　」

添付されない」を「適合証及びこれに相当するものとして知事が指定するもののいずれも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「面積

添付されない」に、
「面積が 3 0 0 平方メートル以上 2， 0　 6 4 ， 5 0 0 円　

を
　 0 0

　　　　　　　　　　 0 0 平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　　」　　面積

� ， 0

が 3 0 0 平方メートル以上 1， 0　 5 0 ， 0 0 0 円

平方メートル未満のもの
が 1， 0 0 0 平方メートル以上 2　 6 4 ， 5 0 0 円　

に、「標準入力法又は主要室入力法」

0 0 平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　」

� 「
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を「標準入力法等」に、
「面積が 3 0 0 平方メートル以上 2， 0 1 6 2 ， 5 0 0 円　

を
　　　　　　　　　　　　 0 0 平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　　」

面積が 3 0 0 平方メートル以上 1， 0 1 2 8 ， 0 0 0 円

0 0 平方メートル未満のもの�
に改め、同表備考 1中「建築物

面積が 1， 0 0 0 平方メートル以上 2 1 6 2 ， 5 0 0 円

， 0 0 0 平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　」

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 3 0 条第 1項第 1号」を「同法第 3 5 条第 1

項第 1号」に改め、同表備考 4中「標準入力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に

改め、「方法」の次に「又は同令第 1条第 1項第 1号ただし書及び第 1 0 条第 1号ただし

書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法」

を加え、同表備考 6中「第 3 0 条第 1項」を「第 3 5 条第 1項」に改める。

　別表第 2 6 の 1 4 住宅部分の項中「又は建設住宅性能評価書」を「、建設住宅性能評価

書又はこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に、「及び建設住宅性能評価書」

を「、建設住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に改め、

同表非住宅部分の項中「又は認定通知書」を「、認定通知書又はこれらに相当するものと

して知事が指定するもの」に、
「面積が 3 0 0 平方メートル以上 2， 0　 2 6 ， 0 0 0 円

　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　　」

　「面積が 3 0 0 平方メートル以上 1， 0　 1 7 ， 0 0 0 円

を
　 0 0 平方メートル未満のもの�

に、「及び認定通知書」を
　　面積が 1， 0 0 0 平方メートル以上 2　 2 6 ， 0 0 0 円

　　， 0 0 0 平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　」

「、認定通知書及びこれらに相当するものとして知事が指定するもの」に、
「面積が 3 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 0 平方メ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートル以上 1， 0

0 平方メートル以上 2， 0 1 2 9 ， 0 0 0 円　
を
　 0 0 平方メートル未満のもの

ートル未満のもの　　　　　　　　　　　　」　　面積が 1， 0 0 0 平方メートル以上 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 0 0 0 平方メートル未満のもの

1 0 0 ， 0 0 0 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「面積

1 2 9 ， 0 0 0 円　
に、「標準入力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に、

� 0 0

　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「面積が 3 0 0 平方メートル以上
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が 3 0 0 平方メートル以上 2， 0 3 2 5 ， 0 0 0 円　
を
　 0 0 平方メートル未満のもの

平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　　」　　面積が 1， 0 0 0 平方メートル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 0 0 0 平方メートル未満のも

1， 0 2 5 6 ， 0 0 0 円

�
に改め、同表備考 1中「建築物のエネルギー消費性能の向上に

以上 2 3 2 5 ， 0 0 0 円

の　　　　　　　　　　」　

関する法律第 2条第 3号」を「同法第 2条第 3号」に改め、同表備考 3（ 1）中「第 2 9 条

第 1項」を「第 3 4 条第 1項」に、「第 3 0 条第 1項」を「第 3 5 条第 1項」に改め、同

表備考 9中「並びに第 1 0 条第 1号イ（ 2）及びロ（ 2）」を削り、同表備考 1 0 中「標準入

力法又は主要室入力法」を「標準入力法等」に改め、「並びに第 1 0 条第 1号イ（ 1）及び

ロ（ 1）」を削り、「方法」の次に「又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギ

ー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法」を加える。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

　（ 1）　附則第 3項及び第 5項の規定　公布の日

　（ 2）　前号及び次号に掲げる規定以外の規定　令和 3年 4月 1日

　（ 3）　第 2条第 1項第 4 2 1 号の次に 4号を加える改正規定及び同項第 4 2 7 号の 9の

次に 2号を加える改正規定並びに附則第 4項の規定　令和 3年 8月 1日

　（経過措置）

2　前項第 2号に掲げる規定の施行の際現にされている申請等に対する改正前の熊本県手

数料条例第 2条第 1項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3　附則第 1項第 3号に掲げる規定の施行の日（以下「 3号施行日」という。）の前日ま

での間、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和元年法律第 6 3 号）附則第 1 2 条第 7項の規定により行われる同

法第 2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律（昭和 3 5 年法律第 1 4 5 号）第 6条の 2第 1項の規定に基づく地域連携

薬局の認定の申請又は同法第 6条の 3第 1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認

定の申請に係る手数料については、改正後の熊本県手数料条例第 2条第 1項（第 4 2 1

号の 2又は第 4 2 1 号の 4に係る部分に限る。）の規定の例により徴収するものとする。

　（熊本県収入証紙条例の一部改正）

4　熊本県収入証紙条例（昭和 3 9 年熊本県条例第 2 4 号）の一部を次のように改正する。

　　別表第 1手数料の項第 3 8 4 号の次に次の 4号を加える。
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384 の 2 　地域連携薬局認定申請手数料

384 の 3 　地域連携薬局認定更新申請手数料

384 の 4 　専門医療機関連携薬局認定申請手数料

384 の 5 　専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料

別表第 1手数料の項第 3 9 0 号の 9の次に次の 2号を加える。

390 の10　地域連携薬局等認定証書換え交付手数料

390 の11　地域連携薬局等認定証再交付手数料

　（熊本県収入証紙条例の一部改正に伴う経過措置）

5　 3号施行日の前日までの間、附則第 3項の規定により徴収する手数料については、前

項の規定による改正後の熊本県収入証紙条例第 2条及び別表第 1（手数料の項第 3 8 4

号の 2又は第 3 8 4 号の 4に係る部分に限る。）の規定の例により徴収するものとする。

　（提案理由）

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 3 5 年法律

第 1 4 5 号）の一部改正等に伴い、手数料の規定を整備する必要がある。

　これが、この条例案を提出する理由である。

　　　　　　　　　　　　　　　


